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平成26年 2 月 １ 日推計

世 帯 数 56, 575 世帯
総 人 口 120, 027 人
　男性 57, 049 人
　女性 　 　62, 978 人
面　　積 94. 92 ㎞2
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日時　4月13日（日）午後1時
場所　上賀茂神社（上賀茂本山）

■やすらい祭
日時　4月13日（日）
場所　今宮神社（紫野今宮町）
　　　川上大神宮社（西賀茂南川上町）
　　　玄武神社（紫野雲林院町）
　　　光念寺（紫野上野町）

入学・入社・転勤…引っ越しの季節です。手続きはお忘れなく
種類（主なもの） 必要なもの 手続き窓口

住所変更

市外へ転出 転出の日までに ・印鑑　 ・窓口に来られる方の本人確認書類
・委任状（本人、世帯主以外が手続きの場合）
・市外から転入の場合は転出証明書

旧住所地の市民窓口課、
出張所

市内で住所変更 住所を定めた日か
ら14日以内

新住所地の市民窓口課、
出張所市外から転入

※�外国人の方は、市内で住所変更または市外から転入の際に、全員の特別永住者証明書、在留カードまたは外国人登録証明書を持参
してください。また、外国人の方も、市外転出の際に、旧住所地での届け出が必要になりました。
※�住民基本台帳カードを利用して市外から転入される場合は、転出証明書は不要ですが、カードを持参のうえ、暗証番号の入力が
必要です。

印鑑登録
転出届により自動的に登録抹消となります。
新住所地で新規に登録申請してください。
※�市内での住所変更の場合、手続きは不要。
登録は継続されます。

・印鑑　 ・窓口に来られる方の本人確認書類
・委任状（本人以外が手続きの場合）
※�即日交付希望の場合は、本人来所のうえ、運転免許証
など官公署発行の写真付き本人確認書類が必要

新住所地の市民窓口課、
出張所

国民健康
保険

市外へ転出

左記に該当した日
から14日以内

・保険証　 ・印鑑
・窓口に来られる方の本人確認書類
・委任状（本人以外が手続きの場合）
・�退職時などは資格喪失証明書、就職などの場合は職場
の保険証など

旧住所地の保険年金課
市内で住所変更 新住所地の保険年金課市外から転入
退職などで加入

現住所地の保険年金課就職などで資格喪失
出産、死亡

水道　　 水道の開始・中止 およそ１週間前ま
でに

手続きにつきましては、お電話で承ります。
（簡易水道：小野郷、中川、雲ケ畑学区）

上下水道局北営業所
簡易水道 上下水道局地域事業課

次の制度については、各担当課へお問い合わせください
敬老乗車証・老人医療・障害者医療・
ひとり親家庭等医療・子ども医療・
児童手当

福祉介護課福祉担当　☎432-1297

介護保険 福祉介護課介護保険担当（介護保険料）　☎432-1364
　　　　　　　　　　　 （認定・給付）　☎432-1366

児童扶養手当・特別児童扶養手当 支援保護課支援第一担当　☎432-1284
特別障害者手当・障害児福祉手当・
身体障害者手帳・療育手帳 支援保護課支援第二担当　☎432-1285

後期高齢者医療 保険年金課資格担当　☎432-1257
国民年金 保険年金課保険給付・年金担当　☎432-1273
母子健康手帳・乳幼児健診・
精神障害者保健福祉手帳 健康づくり推進課母子・精神保健担当　☎432-1454

犬の住所変更 衛生課　☎432-1467

種類（主なもの） 必要なもの 申請の窓口

戸籍など 戸籍謄・抄本、除籍謄・抄本、戸籍附票の
写し

・窓口に来られる方の本人確認書類
・委任状（本人・直系親族以外の場合） 本籍地の市民窓口課、出張所

住民票
など

住民票の写し、
住民票記載事項証明

・窓口に来られる方の本人確認書類
・委任状（同一世帯の家族以外の場合）

市内すべての区役所・支所の市民
窓口課、出張所、証明書発行コー
ナー

印鑑登録証明 ・印鑑登録証

市税関係

所得証明、課税証明、評価証明、公課証明、
納税証明（市・府民税、法人市民税、固定
資産税・都市計画税）

・窓口に来られる方の本人確認書類
・�委任状（本人以外の場合）
・代表者印（法人の場合）　 ・納税通知書

納税証明（軽自動車税） ・車検証の写し（車検用納税証明の場合）
・領収書（納税証明で納付確認が必要な場合）

市内すべての区役所・支所の市民
税課・市納税推進課

住宅用家屋証明 ・住民票　 ・登記事項証明書 
・その他必要書類

資産所在地の区役所・支所の市民
税課

引っ越しなどで住所を変更したとき

証明書が必要なとき

・一部の証明書（住民票の写しなど）は、土・日曜日も利用可能な証明書発行コーナーでも取り扱っています（２面参照）。
・本人確認書類とは、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カード、外国人登録証明書、健康保険証、住民基本台帳カードなどのことです。

問合せ
（担当課がわからないときは
代表番号� ☎432-1181　へ)

市民窓口課� ☎432-1249

市民税課� ☎432-1214

保険年金課� ☎432-1257

市納税推進課� ☎213-5467

小野郷出張所� ☎406-2004

中川出張所� ☎406-2340

雲ケ畑出張所� ☎406-2001

上下水道局北営業所
� ☎462-3251

上下水道局地域事業課
� ☎672-7790

日曜日に区役所を臨時開所します。
３月23日（日）・30日（日）、４月６日（日）
　区役所（出張所を除く）を臨時に開所します。転入・転出などの
お手続きにご利用ください。
時間　午前９時～正午
窓口　市民窓口課（その他の窓口は業務を行っておりません）
取扱業務
　届出・申請　　転入・転出・転居届、戸籍の届出、印鑑登録など
　証明書発行　　住民票の写し、戸籍謄・抄本、印鑑登録証明書など
　※一部取り扱えない業務（税関係証明書の発行など）もあります。
　※�上記の業務でも、他機関が閉庁しているなどの理由で、その場で
対応できないこともあります。

問合せ　市民窓口課　☎432-1249
　　　　地域力推進室庶務担当　☎432-1197


